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３月・４月の夜間納税相談・納付窓口開設のご案内

下記の日程で夜間の納税相談・納付窓口を開設いたします。

仕事などで日中に税金の納付や相談が難しい方は、ぜひご利用ください。

〇納税相談・納付窓口	 東通村役場　税務課　　※庁舎正面玄関からお入りください

〇日　　　　　　　時	３ 月　４日（水）　　　１７時～２０時

	３ 月１７日（火）　　　１７時～２０時

	 ４月　８日（水）　　　１７時～２０時

	 ４月２１日（火）　　　１７時～２０時

〇お 問 合 せ 先	 税務課　税務グループ　　☎０１７５－３３－２１３４（直通）

※納税相談や、納付連絡のない滞納者については、差押え・公売等の滞納整理や税金の徴収を専門に行う「青

森県市町村税滞納整理機構」へ移管する場合がありますので、適正な納税をお願いいたします。

【重点支援地方交付金活用給付金についてお知らせ】

昨年１２月に予算化された給付金（村民一人当たり１７,０００円給付）について、現在、給付金の支

給に向けた準備を進めており、支給開始は４月以降を予定しています。

当初、２月中の支給を目指していたものの、国が進める地方公共団体情報システム標準化の影響を受け、

給付金システムの改修が遅れ、支給時期がずれ込むこととなりました。

皆さまにはご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。正式に確定次第、改めて

お知らせいたしますので、今しばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます。

また、現段階でのお問い合わせには、正確な情報をお伝えできません。ご理解いただき、村からの正式

なお知らせをお待ちいただきますよう、お願い申し上げます。

担当：東通村企画課（☎０１７５－３３－２２６３）


